第２号様式（第８条関係）
（表）
誓 約 書
年　　月　　日
海老名市長　あて
	申請者

	住所
	〒　　　-

	
	海老名市

	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
（法人名・代表者名）
	

	
	



私は、申請内容が次の各号のいずれにも該当することを誓約します。また、申請に関する審査のため、申請者に係る海老名市が保有する公簿等により個人情報（住民基本台帳、家屋課税台帳、市で実施している改修費等に係る補助金制度の利用状況）及び市税等の納付状況等を取得することに同意します。


１　補助対象住宅
(１)　入居世帯（被災者世帯を除く。）の収入が３８万７千円以下である。
(２)　家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものである。
(３)　改修補助金による改修工事の完了の日から少なくとも１０年間は、専用住宅として
管理する。ただし、次に掲げる要件に適合する場合は、この限りでない。
ア　改修工事を行った後、専用住宅として管理を開始し、最初の入居者は住宅確保要配慮者とするとき。
イ　管理開始から１０年間は入居者が退去した場合には、次の入居者は住宅確保要配慮者を募集することとし、不動産ポータルサイトに掲載して募集したものの、２箇月以上入居がないとき。
ウ　イにおいて、住宅確保要配慮者以外の者を入居させた場合においても、改修工事に要する費用の補助を受けてから１０年間は、登録住宅として管理するとき。
(４)　市の区域内にある住宅である。
(５)　申請者の名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたものであること（共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。）又は当該物件に対して管理権限を持ち、その利活用について所有権者の同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で借地契約が締結されており、かつ、当該空き家を共同居住として活用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものである。
(６)　賃貸人は、入居者が不正の行為によって専用住宅に入居したときは、当該専用住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とする。
(７)　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に適合する建築物である（改修工事完了時において適合するものを含む。）。
(８)　新耐震基準（昭和５６年６月1日施行）の基準を満たしている。（改修工事完了時において適合するものを含む。）。
(９)　改修工事実施後において、神奈川県の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録されること。（改修工事実施前に既に専用住宅として登録されているものを除く。）（裏）


２　補助対象者（申請者）
(１)　補助対象住宅の賃貸人又は所有者等である。
(２)　市税等を滞納していない。
(３)　暴力団関係者ではない。
